
（参考資料1）  

介護福祉士制度の概要  

1 経緯及び概要   
1987年（昭和62年）3月23日に中央社全権祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画   

分科会から出された「福祉関係者の資格制度の法制化について」（意見具申）に基づき、「社   
会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）」が第108国会において1987年   
（昭和62年）5月21日成立、同5月26日公布された。   

2 定義   

介護福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、「介護福祉士の名称を用いて、専   
門的知識及び技術をもって、身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支   

障がある者につき入浴、排せつ、食事その他の介護を行い、並びにその者及びその介護者に対   
して介護に関する指導を行うことを業とする者」をいう。   

3 資格取得方法   
（か養成施設ルート：厚生労働大臣が指定する介護福祉士養成施設等において必要な知識及  

び技能を修得して資格を取得するルート  
（2006年（平成18年）4月1日現在409校487課程、入学定員27，105人）  

（∋実務経験ルート：3年以上の介護等の業務に関する実務経験を経た後に、国家試験に合  
格して資格を取得する方法  

（∋福祉系高校ルート：福祉系高校を厚生労働大臣が定める教科目及び単位数を修めて卒業し  
た後に、国家試験に合格して資格を取得する方法  
（2005年度（平成17年度）187校）  

介 護 福 祉 士 の 資 格（登録）   

園  
☆：実技試験有り。なお、介護技術講習修了者は、実技試験免除。  
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4 介護福祉士国家試験の概要  
○形 態  

・年1回試験（第1次試験（筆記試験）、第2次試験（実技試験））  
・筆記試験については1月下旬、実技試験については3月上旬に実施。  
なお、実技試験について、介護技術講習（介護福祉士指定養成施設等において行う  
介護等に関する専門的技術についての講習）を修了した者に対して実技試験を免除  
する制度を2005年度（平成17年度）から導入。  

2005年度（平成17年度）介護技術講習修了者：約3．5万人  

○試験の実施状況（2006年（平成18年）実施の第18回試験結果）  
受験者数  約13．0万人、 合格者数  約6．1万人（合格率約47％）  

うち、実務経験約12．1万人、 うち、実務経験約5．6万人（合格率約46％）  
福祉系高校約0．9万人、  福祉系高校約0．5万人（合格率約55％）  

5 介護福祉士資格の取得状況  
○資格取得者数（累計）  約54．  

うち、養成施設ルート  約20．  
実務経験ルート、福祉系高校ルート 約34．  
（2006年（平成18年）10月末現在）  
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02006年度（平成18年度）資格取得者数  
うち、養成施設ルート  

実務経験ルート  
福祉系高校ルート  

6 介護福祉士の任用・活用状況  
○介護保険事業での介護職員に占める介護福祉士の割合  

・施設サービス 約4割  
・在宅サービス 約2割  

○介護保険事業以外での介護職員に占める介護福祉士の割合 約24％  
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（参考資料2）  

介護福祉士資格の取得方法の見直しの全体像  

福祉系   

高校   

1190時間  

実務経験   

3年以上  

：○教育内容を大幅に充実  博諒打席系1「あち誘くじお痙1  

三脚こ必要な：：論的・体系；  
蔓知識■技能を：柏勺に必要な：  

：○養成施設と同等水準の教育  ○教育内容を   

充実  

○新たに国家  

試験を受験  

する仕組み  

の担保のため  

：学ぶための   

：新たな養成  
；課程を課す  
I  

t  

】  

：知識■技能を：  教育内容、教員要件等の基；  
l  

：準を課す   ：学んでいる  

：者のための  文科大臣・厚労大臣による  

至：ルートを新設童  ：指導監督  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿●＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿  
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（参考資料3）  

介護福祉士の教育力リキュラムの見直し  

履修科目・教育内容の抜本的見直し  
〔資格取得後〕  

生涯を通じた能力開発  
暮OJT  

・研修システム  
・より専門的な資格の導入  

「尊厳を支えるケア」の実現  

基礎的な能力  利用者本位  〔履修科目t教育内容〕   

国家資格は、基礎的な能力の付与をめざす  
教育時間の充実（1650h→1800h）  
内容の抜本的見直し  

・選択・自己決定  
・説明責任  

［重囲  
・コミュニケーション能力  
・関連領域の理解  
・適切な記録  

これからの介貢蓋ニーズ  
政 策 の 方 向  

実習の充実  

施設中心▲・→地域・在宅重視  
心理的・社会的ケアの充実  
予防からリハビリテーション、  
看取りまで  
「個別ケア」  
一人でも基本的な対応がで  
きる  

「こころと  

からだの  

しくみ」  

「介護」  
・介言隻技術  「人間と社会」  

高い倫理牲の…函養  エビデンスに基づくケア  

実習のあり方の見直し  
・養成施設と実習施設の関係  
・実習施設の要件  
・実習指導者の養成 等  介護の現場を踏まえた実践的教育  養成校の基準の見直し  

教員資格の見直し  イ情報収集－アセスメント一介護計画一実施一評価」の介護過程に対応  
りJ、規模・多機能、地域密着、居住系サービス、ユニットケア等の新しい方向に対応  

［参考］作業チームの「中間まとめ」における新カリキュラム案  
よ〉2年壬戌課程  t剛  ■）給1美大苧・社会  l．（檜○ ■）鼠青士i庄托鼓零守  一l坊  ■）壬戯履6ケ月  ‘∞  （●考）介訂■員1嘲雛  500  

彙遭と電化の確≠   

と  

いIi   930  ろ  か ち だ の し     ロ    認別症の坪★  田    け盲の檀鴬  30    こころとからだのしくみ  闘        凹山  含lr    正 l卵D  小 ト   四  ろ と か ら だ の し く み   舞遭と老化の埋剛  60    望まu症の捜≠  ロ    埠害の堰捧  30    ここちとからだのしくみ  も○    小針  2川  台1十    ll島5   小l十  1鍾  ろ と か b だ の し H み   発遭と老化の理解  60    波動」症の沖翳  に    旦亀の耳什  ⊂    こころとからだのしくみ  正    小 針  匹  台 か    l拍n  

払  目   拒間数   
生活文雄の理念と介護における  30  
尊慮の囁欄  

老人坤盲看貫が活用する刊良及び  30   
サービスの理解  

（小い）   刷】   

介雄暮員の倫理と■鞋   
介鵠における⊃：ユニケーシ≡ンと  ロ  
介護技糠   
介櫨におlナも社会権址堤助技術   30   

生活支払と家事旺軌技驚   コ0   

生活支荘のためのアセスメントl†面  

（小計〉   

介墟文望   l亜   

＝、H   】佃  

認知症の理解   
老人．坤盲肴苓の疾病、埠盲苓に  ロ  
肝丁る種≠   
匹敵及び一雄をせ供する毛との鱒凛  

III＼トキ   

合か   ふ00   

福＃東大苧・社会権札士暮成施設等菅井ルート  
保胃士暮成巌設千丈ルート  
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（参考資料4）  

社会福祉士制度の概要  

1 経緯及び概要   

1987年（昭和62年）3月23日に中央社会福祉審議会等福祉関係三審議会の合同企画   

分科会から出された「福祉関係者の資格制度の法制化について」（意見具申）に基づき、「社   

会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号）」が第108国会において1987年   
（昭和62年）5月21日成立、同5月26日公布された。  

2 定義   

社会福祉士は、同法に基づく名称独占の国家資格であり、「社会福祉士の名称を用いて、専   

門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により   

日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う   

ことを業とする者」をいう。  

3 資格取得方法   

（か福祉系大学等ルート：福祉系大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科  

目を修めて卒業等して、国家試験を受験するルート  

（2006年（平成18年）5月現在263校）   
（彰一般養成施設ルート：一般大学等を卒業等した後に、厚生労働大臣が指定する社会福祉士  

一般養成施設等において1年以上必要な知識及び技能を修得して、  

国家試験を受験するルート  

（2006年（平成18年）4月1日現在44校56課程、  
入学定員8，676人）   

③短期養成施設ルート：福祉系大学等において厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する基  

礎科目を修めて卒業等した後に、厚生労働大臣の指定する社会福祉  

士短期養成施設等において6月以上必要な知識及び技能を修得して、  

国家試験を受験するルート  

（2006年（平成18年）4月1日現在1校1課程、  
入学定員200人）   

④行政職ルート：児童福祉司、身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等として5年以  
上の実務経験を経て、国家吉武験を受験するルート  
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4 社会福祉士国家試験の概要   

○形 態  

年1回の筆記試験（1月の下旬に実施）  

○試験の実施状況（2005年度（平成17年度）実施の第18回試験結果）  

受験者数  約4．4万人、合格者数 約1．2万人（合格率約28％）  

うち、福祉系大学等ルート約3．3万人、 うち、福祉系大学等ルート約0．8万人  

（合格率約24％）  

一般養成施設ルート約0．4万人  

（合格率約40％）  

短期養成施設ルート  0人  

（合格率 0％）  

一般養成施設ルート約1．1万人、  

短期養成施設ルート   

行政職ルート  行政職ルート  43人  

（合格率約52％）  

5 社会福祉士資格の取得状況   

○資格取得者数（累計）   約8．3万人（2006年（平成18年）10月末現在）  

02006年度（平成18年度）資格取得者数  約  
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6 社会福祉士の任用・活用の状況   

○介護保険事業での生活相談員等に占める社会福祉士の割合  

・施設サービス 約28％  

・在宅サービス 約15％  

○社会福祉施設等での生活相談員等に占める社会福祉士の割合 約6％  

○福祉事務所職員の職員に占める社会福祉士の割合  

査察指導員や生活保護現業担当員で約3％  
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（参考資料5）  

社会福祉士資格の取得方法の見直しの全体像   




